
 

   令和  年  月  日議決・専決      令和 ６年 ４月 １日施行 

 

 

   令和 ６年 ３月２９日公布         令和  年  月  日適用 

 

 

   佐用町告示第   号 

 

   令和６年佐用町要綱第２１号 

 

 

 

 

 

佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱の一部を改正する要綱 

 

佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱の一部を改正する要綱をここに公布する。 

 

 

 

令和 ６年 ３月２９日 

 

 

 

                   佐用町長  庵 逧 典 章 

 

 

 



佐用町要綱第２１号 

 

佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱の一部を改正する要綱 

 

佐用町農林畜水産業関係補助金等交付要綱（平成17年佐用町要綱第93号）の一部

を次のように改正する。 

 

参考の表補助事業の目的の項経営体育成支援事業補助金の欄中「人・農地プラ

ン」を「目標地図」に改め、同項農業機械等導入支援事業補助金の欄中「新型コロ

ナ禍の中、」を削り、同表補助事業の対象となる者の項農業機械等導入支援事業補

助金の欄中「実質化された人・農地プランの中心経営体に位置付けられた」を「地

域計画における目標地図に位置付けられているまたは当該事業年度内に位置づけら

れることが見込まれる」に改める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


